
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

（
参
照
法
令
一
覧
）

○
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1

○
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５
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○
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号)

（
抄
）

（
機
構
の
目
的
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構(

以
下
「
機
構
」
と
い
う
。)

は
、
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス(

以
下
「
石
油
等
」
と
い
う
。)

の
探
鉱
等

並
び
に
金
属
鉱
物
の
探
鉱
に
必
要
な
資
金
の
供
給
そ
の
他
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
並
び
に
金
属
鉱
物
資
源
の
開
発
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
並
び
に
石

油
及
び
金
属
鉱
産
物
の
備
蓄
に
必
要
な
業
務
を
行
い
、
も
っ
て
石
油
等
及
び
金
属
鉱
産
物
の
安
定
的
か
つ
低
廉
な
供
給
に
資
す
る
と
と
も
に
、
金
属
鉱
業
等
に
よ
る
鉱
害

の
防
止
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
業
務
を
行
い
、
も
っ
て
国
民
の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
並
び
に
金
属
鉱
業
等
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

（
事
務
所
）

第
四
条

機
構
は
、
主
た
る
事
務
所
を
神
奈
川
県
に
置
く
。

（
資
本
金
）

第
五
条

機
構
の
資
本
金
は
、
石
油
公
団
法
及
び
金
属
鉱
業
事
業
団
法
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
三
号
。
以
下
「
廃
止
法
」
と
い
う
。)

附
則
第

四
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

２

政
府
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
政
府

は
、
当
該
出
資
し
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
が
第
十
七
条
第
一
項
の
信
用
基
金
に
充
て
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
示
す
も
の
と
す
る
。

３

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
出
資
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
出
資
額
に
よ
り
資
本
金
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

海
外
及
び
本
邦
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
石
油
等(

オ
イ
ル
サ
ン
ド
及
び
オ
イ
ル
シ
ェ
ー
ル
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
探
鉱
及
び
採
取
並
び
に
海
外
に
お
け
る
可
燃
性

天
然
ガ
ス
の
液
化
に
必
要
な
資
金(

石
油
の
採
取
に
必
要
な
資
金
及
び
本
邦
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
採
取
に
必
要
な
資
金
に
あ
っ
て
は
、
石
油
等

の
採
取
を
す
る
権
利
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
権
利
を
有
す
る
者
か
ら
こ
れ
ら
の
権
利
を
譲
り
受
け
て
そ
の
採
取
を
行
う
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
権
利
の
譲
受
け
に
必

要
な
資
金
及
び
こ
れ
ら
の
権
利
に
基
づ
く
採
取
を
開
始
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
に
限
る
。)

並
び
に
海
外
に
お
け
る
金
属
鉱
物
の
探
鉱
に
必
要
な
資
金
を
供
給
す
る

た
め
の
出
資
を
行
う
こ
と
。

二

金
属
鉱
業
を
営
む
者
に
対
す
る
金
属
鉱
物
の
探
鉱
に
必
要
な
資
金(

そ
の
資
金
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。)

の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

三

海
外
に
お
け
る
石
油
等
の
探
鉱
及
び
採
取(

こ
れ
に
附
属
す
る
精
製
を
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。)

並
び
に
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
液
化
に
必
要
な
資
金
並
び
に
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海
外
に
お
け
る
金
属
鉱
物
の
採
掘
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
選
鉱
、
製
錬
そ
の
他
の
事
業
に
必
要
な
資
金(

そ
の
資
金
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。)

に
係

る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
。

四

海
外
に
お
け
る
石
油
等
の
探
鉱
を
す
る
権
利
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
権
利
の
取
得(

機
構
以
外
の
者
に
よ
る
こ
れ
ら
の
権
利
の
取
得
を
困
難
と
す
る
特
別
の
事
情
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
お
け
る
機
構
以
外
の
者
へ
の
譲
渡
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。)

を
行
う
こ
と
。

五

石
油
等
の
探
鉱
及
び
採
取
に
係
る
技
術
に
関
す
る
指
導
並
び
に
当
該
技
術
の
海
外
に
お
け
る
実
証
並
び
に
金
属
鉱
物
の
探
鉱
、
採
掘
、
選
鉱
及
び
製
錬
に
係
る
技
術

に
関
す
る
実
証
を
行
う
こ
と
。

六

石
油
等
及
び
金
属
鉱
物
の
探
鉱
に
必
要
な
地
質
構
造
の
調
査(

金
属
鉱
物
の
探
鉱
に
係
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
海
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
国
及
び
機

構
以
外
の
者
が
そ
の
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
も
の
並
び
に
二
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
政
令
で
定
め
る
水
深
の
海
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。)

を
行
う
こ
と
。

七

海
外
に
お
け
る
金
属
鉱
物
の
探
鉱
に
必
要
な
地
質
構
造
の
調
査(

金
属
鉱
業
を
営
む
者
が
外
国
法
人
と
共
同
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。)

に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た

め
の
助
成
金
の
交
付
を
行
う
こ
と
。

八

海
外
に
お
け
る
金
属
鉱
物
資
源
の
開
発
に
関
す
る
情
報
又
は
資
料
の
収
集
及
び
提
供
を
行
う
こ
と
。

九

金
属
鉱
物
の
探
鉱
及
び
こ
れ
に
必
要
な
地
質
構
造
の
調
査
に
必
要
な
船
舶
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

十

国
の
委
託
を
受
け
て
、
国
家
備
蓄
石
油(

石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
国
家
備
蓄
石
油
を

い
う
。
以
下
同
じ
。)

及
び
国
家
備
蓄
施
設(

同
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
国
家
備
蓄
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
管
理
を
行
う
こ
と
。

十
一

前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
連
し
て
、
石
油
の
取
得
、
保
有
及
び
譲
渡
し
を
行
う
こ
と
。

十
二

石
油
の
備
蓄
の
増
強
に
必
要
な
資
金(

石
油
の
購
入
に
必
要
な
資
金
に
限
る
。)

の
貸
付
け
並
び
に
石
油
の
備
蓄
の
増
強
に
必
要
な
施
設
の
設
置(

二
以
上
の
石
油

精
製
業
者
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
の
出
資
に
係
る
法
人
が
行
う
も
の
に
限
り
、
国
家
備
蓄
石
油
の
貯
蔵
を
主
た
る
目
的
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。)

に
必
要
な
資
金
の
出
資
及
び
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

十
三

金
属
鉱
産
物
の
備
蓄
を
行
う
こ
と
。

十
四

金
属
鉱
業
等(

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
属
鉱
業
及
び
非
金
属
鉱
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
よ
る
鉱
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を

行
う
こ
と
。

十
五

金
属
鉱
業
等
に
よ
る
鉱
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
必
要
な
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
。

十
六

金
属
鉱
業
等
鉱
害
対
策
特
別
措
置
法(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
鉱
害
防
止
積
立
金
の
管
理
を
行
う
こ
と
。

十
七

金
属
鉱
業
等
鉱
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一
項(

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
拠
出
さ
れ
る
金
銭
の
徴
収
及
び
そ
の

運
用
並
び
に
同
法
第
十
三
条
第
三
項(

同
法
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
必
要
な
費
用
の
支
払
を
行
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う
こ
と
。

十
八

金
属
鉱
業
等
に
よ
る
鉱
害
の
防
止
の
た
め
の
調
査
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
。

十
九

地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
、
金
属
鉱
業
等
が
終
了
し
た
後
に
お
け
る
坑
水
又
は
廃
水
に
よ
る
鉱
害
を
防
止
す
る
た
め
の
そ
の
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
で

あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

二
十

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

機
構
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
金
属
鉱
業
等
鉱
害
対
策
特
別
措
置
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鉱
害
防
止
業
務
を
行
う
。

３

機
構
は
、
前
二
項
の
業
務
の
ほ
か
、
前
二
項
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
科
学
的
調
査
の
た
め
に
第
一
項
第
九
号
の
船
舶
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

４

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
は
、
当
該
保
証
に
係
る
債
務
の
履
行
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
金
属
鉱
物
並
び
に
同
項
第
十
三
号
の
金
属
鉱
産
物
の
範
囲
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

(

区
分
経
理)

第
十
二
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務(

石
油
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

並
び
に
同
項
第
四
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に

掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

二

前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務(

金
属
鉱
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

並
び
に
同
項
第
二
号
、
第
九
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ

ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
三
項
の
業
務

三

前
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務(

金
属
鉱
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

並
び
に
同
項
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
及
び

第
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
の
業
務

四

前
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

五

前
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

(

長
期
借
入
金
及
び
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
債
券)

第
十
四
条

機
構
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
て

、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
債
券(

以
下
「
債
券
」
と
い
う
。)
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
債
権
者
は
、
機
構
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

４

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)

の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

５

機
構
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
債
券
の
発
行
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
銀
行
又
は
信
託
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

会
社
法(
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号)

第
七
百
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
百
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
銀
行
又
は
信
託
会

社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
債
券
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(

平
一
七
法
八
七
・
一
部
改
正)

(

債
務
保
証)

第
十
五
条

政
府
は
、
法
人
に
対
す
る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号)

第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
の
議
決
を
経

た
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
の
長
期
借
入
金
又
は
債
券
に
係
る
債
務(

国
際
復
興
開
発
銀
行
等
か
ら
の
外
資
の
受
入
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二

十
八
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
政
府
が
保
証
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
を
除
く
。)

に
つ
い
て
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

償
還
計
画)

第
十
六
条

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
長
期
借
入
金
及
び
債
券
の
償
還
計
画
を
立
て
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(

信
用
基
金)

第
十
七
条

機
構
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務(

石
油
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
信
用
基
金
を
設
け
、
第
五
条
第

二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
示
し
た
金
額
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
信
用
基
金
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
の
損
益
計
算
上
利
益
又
は
損
失
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
利
益
又
は
損
失
の
額
に
よ

り
増
加
又
は
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

(

債
務
保
証
の
限
度)

第
十
八
条

機
構
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
保
証(

石
油
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

に
係
る
債
務
の
現
在
額
が
第
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
の
信
用
基
金
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
出
資
さ
れ
た
金
額
に
政
令
で
定
め
る
数
を
乗
じ
た
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
新
た

に
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
保
証
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
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一

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

三

第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
鉱
害
防
止
事
業
基
金
を
運
用
し
た
と
き
。

○
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

第
十
二
条

法
第
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
数
は
、
十
六
と
す
る
。


